
～公民連携による新たな水道事業の運営体制の構築～
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「工業用水道事業（３事業）」と 「水道用水供給事業（３事業）」を経営

【沿革】
昭和36年（1961） 工業用水道事業（太田川工業用水道事業）に着手

昭和46年（1971） 水道用水供給事業（安芸灘地域水道用水供給事業 現広島水道用水供給事業）

に着手

昭和60年（1985） 愛媛県（上島諸島）へ県境を越えて供給開始（友愛の水）

平成21年（2009） 福富ダム完成 → 水源開発が概ね終了

【事業の規模】 平成24年度地方公営企業年鑑から

・工業用水道事業 都道府県営40団体のうち，契約水量で12位（273,994㎥/日）

・水道用水供給事業 府県営22団体のうち，配水量で８位(242,091㎥/日）

【特徴】
・島しょ部を中心に水道用水供給事業への高い依存率

・水道用水供給事業と工業用水道事業の共同による長距離導水施設

・市水道事業との共同施設（広島市，呉市，江田島市，三原市）

Ⅰ 広島県営水道事業の概要
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① 太田川東部工業用水道事業

施設能力
230,000m3/日

給水区域
広島市，呉市，安芸郡

給水先
5件

施設能力
太田川系 23,250m3/日
三永系 35,000m3/日

施設能力
64,000m3/日

給水区域

竹原市，三原市，

尾道市，福山市

給水先

23件

工業用水道事業（昭和36年（1961）～）
沿岸部の企業等に対し、約27万㎥/日を供給

③ 太田川東部工業用水道第2期水道

② 沼田川工業用水道事業

給水区域
広島市，呉市，安芸郡
東広島市

給水先
4件
2件

H27.2.1現在
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③ 広島西部地域水道用水供給水道

施設能力
123,000m3/日

給水人口
286,400人

給水区域
広島圏域の西部３市

施設能力
233,000m3/日

施設能力
98,600m3/日

給水人口
729,700人

給水区域

備後圏域の南部地域

４市＋愛媛県上島町

給水人口
1,956,200人

水道用水供給事業（昭和46年（1971）～）
16市町に対し、約23万㎥/日を供給

① 広島水道用水供給水道

② 沼田川水道用水供給水道

H27.2.1現在

給水区域
広島圏域の東部５市５町
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Ⅱ 広島県営水道における公民連携の取組
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１ 県営水道の経営課題
（１） 水需要の減少
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H7 H9 H11 H13 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35

㎥/日 水道用水供給事業の供給実績及び今後の見込み

 人口減少社会への移行や節水機器の普及等により，水道用水供給事業の
水需要は平成１３年度をピークに減少傾向へ

 今後も水需要は減少が見込まれ，給水収益が収入の大部分を占める水道
事業において，経営に与える影響は大きい

H35年度
218,594㎥／日

▲ ９．０％

平成２６年度以降は，平成２５年度水量調査に基づく見込み水量

H25年度
240,108㎥／日

見込実績

H13年度
251,651㎥／日
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（２） 技術職員の大量退職

 近年の職員の採用抑制により若年層を中心に職員数は減少

 平成３０～３３年度にかけ，経験豊富な設備職（電気職，機械職）の職
員の大量退職が予定されるなど，ノウハウを含めた技術力の継承が課題

設備職（5１人）の
うち50代以上
４９．０％
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（３） 施設の老朽化

 県営水道の施設・設備は，昭和４０年代から５０年代の新設・拡張期に
集中的に整備

 これまで，浄水場等の電気・機械設備については，劣化状況等を踏まえ
ながら，計画的に施設更新を実施

 加えて，今後は布設後４０年を経過する水道管路が一斉に更新時期を迎
えることから，更新費用の大幅な増加が見込まれる
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平成15年１月 広島県営水道事業経営改革研究会の設置
平成16年１月 「広島県営水道事業の今後のあり方について」報告書提出

平成22年９月 水道事業に係る「公公民」連携勉強会の設置

平成23年４月 水道事業に係る「公公民」連携勉強会報告書の提出

７月 公民共同企業体の設立方針の決定

８月 公民共同企業体設立準備検討会の設置

11月 公民共同企業体設立計画の策定

平成24年１～４月 新たな運営体制に係る事業説明会，募集要項（案）などに係る競争的対話，

有識者からの意見聴取

４月 公民共同企業体パートナー事業者募集の開始

６月 公民共同企業体パートナー事業者候補として，水ing株式会社を選定

８月 水ing株式会社と県の間で設立・運営に係る株主間協定の締結

９月 「株式会社水みらい広島」設立

平成25年４月 株式会社水みらい広島が広島西部地域水道用水供給事業の指定管理業務開始

平成27年４月 沼田川水道用水及び工業用水道の指定管理業務，

呉市浄水場の運転監視（夜間休日），尾道市浄水場の運転監視業務を開始

２ 公民連携の取組の経緯
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民間的経営手法の導入

市町との連携強化

施設の集約化

市町との統合・広域化

経営の自由度が高い経

営形態への移行

〔今後の経営形態の条件〕
■広域化（統合）への市町の

参画が容易な形態
■経営の自由度が高い形態
■サービス水準に対する

チェック機能が働く形態

国の制度改正等を勘
案しながら，メリッ
ト・デメリットを検
証し，可能なところ
から進める。

【短期的な取組】

【長期的な取組】

県営水道事業を巡る課題に対応するため，外部の有識者で構成する「広島県営

水道事業経営改革研究会」を設置し ，今後の県営水道事業のあり方について

，主に長期的な視野に立って調査・研究（平成16年1月報告）

３ 広島県営水道事業経営改革研究会の設置（平成１５年１月）

民間委託の推進

＜経営改革研究会からの提言＞

【対応】
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（１） 検討会後の未解決課題・新たな課題

• 経営改革研究会の提言を受け，浄水場運転監視業務等の民間委託を推進する

とともに，市町との統合・広域化に向けた検討を開始

• しかしながら，民間委託では，一部業務の仕様発注に留まり，民間の裁量や

創意工夫に基づく効率化が発揮し難いという課題が明らかに

• 広域化についても，市町間の事情（水道料金の格差，県用水への依存度）が

異なり，実現に向けた機運が醸成されず，具体的な検討に至らず

人口減少に伴う
給水収益の減少

施設老朽化に伴う
更新費用の増大

職員の大量退職に
伴う技術継承

県営水道の課題

【民間委託の推進】
・浄水場の夜間休日の運転
監視業務委託（H17～）

・水質検査業務の委託
（H20～）

【統合広域化】
・受水団体（市町）との垂

直統合や一体化を想定し
た検討（H21）

研究会提言を踏まえた対応 新たな課題認識

・仕様発注による民間の
創意工夫の限界とこれ
による応札者の減少

・委託による県職員の
技術力低下の懸念

・料金格差や県用水への
依存度等，市町間の
事情が異なり，具体の
検討が進展せず

広
島
県
営
水
道
事
業
経
営
改
究
会

新たな広域
化手法の必
要性

新たな公民
連携手法の
必要性
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受水団体との広域化に向けた取組事業運営の効率化に向けた公民連携

（２）新たな広域化手法
（公公連携）

（１）民間的経営手法の拡大
（公民連携）

（３）新たな収益源の確保
（公民連携）

４ 「公公民」連携勉強会の設置（平成２２年９月）

• 新たな課題認識のもと，県と市町，民間企業の三者のパートナーシップによって水

道事業の持続的経営を図り，さらには水道事業を新たな成長産業としても展開して

いくことについて，「公公民」連携勉強会を設置し，検討を開始

• 「公民連携」及び「公公連携」のメリットとデメリットを整理し，今後の連携のあり方や

方向性をとりまとめ（平成２３年４月報告書とりまとめ）

新たな「公公民連携」 ⇒ （４）「公民共同企業体」の設立
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公設公営 公設民営

業務委託 施設リース 事業運営権

個別委託

一部委託

包括委託

第三者委託

指定管理

アフェルマージュ※ コンセッション

民設民営

事業譲渡

完全民営化

公の関与大 公の関与小

制度面での整備に課題
・水道事業認可の取扱い
・水利権の取扱い
・地方債発行の可否 等

採算性に課題
・資産保有コスト
・資金調達コスト 等

制度上可能な範囲で委託業務の裁量を拡大
〔指定管理者制度，第三者委託の併用〕

（１）民間的経営手法の拡大（公民連携）

 経営の自由度を高めて創意工夫を最大限に生かせること

 制度的な課題が少ない，実現までに長期の時間を要しないこと

 経営基盤が安定したスキームであること

 公による関与やモニタリングなどリスクコントロールが可能なスキームであること

※ アフェルマージュ
地方公共団体が施設等に係る資金調達・投資、建設・設置等を行い、受託する民間事業者が
施設等の運営及び管理並びに公共サービスを行う。コンセッションとの違いは、必要な施設等
を地方公共団体が建設・設置するという点。一般的にコンセッション方式より契約期間は短い
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16

形態 内容

事業統合
経営の一体化

・経営主体も事業も一つに統合された形態
・経営主体が一つだが，認可上，事業は別の形態

施設の共同化
・共用施設の保有
・緊急時連絡管の接続，災害時の応援協定 など

管理の一元化
・維持管理の共同実施，共同委託
・総務系の事務処理などの共同実施，共同委託

導入が容易で実現性が高い「管理の一体化」の実現を目指す

（２）新たな広域化手法（公公連携）

 「技術力の継承・確保」「施設の最適化」「業務の効率化」などについて，広域化によ

るスケールメリットにより解決できるスキームであること

 参加する市町が広域化によるメリットを享受でき，なおかつ参加しやすいこと

 市町の経営状況や運営の実情など，個々のリクエストに対応可能なこと

 長期の準備期間や多くの調整などを必要とせず，実現性が高いこと
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17

公民共同企業体において，県内・国内の水道事業の管理・運営業務
の実績を蓄積したうえで，水ビジネスへの事業展開を目指す

（３） 新たな収益源の確保（公民連携）

 将来にわたり料金単価の上昇をできるだけ抑制していくための給水収益以外の新

たな収益源の獲得が可能となるスキームであること

 技術者が国内外での幅広い業務を経験することにより，将来の技術力の維持や

向上のためのフィールドが確保できるスキームであること

 海外展開に当たっては，県・市町のリスクを最小限に抑えたリスクコントロールが

可能なスキームであること

 国の成長戦略に呼応し，海外展開の強みを持つ民間企業との十分な連携がとれ

かつ，柔軟で自由な運営が可能なスキームであること

 海外での事業権取得やプラント建設などへの参加といった大規模なもののほか，

未売水の販売促進など小規模なものまで幅広く行うことができるスキームである

こと
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 公民共同企業体へノウハウや技術力を円滑に承継させ，また，公益性を担保する

観点から公民共同企業体へ県職員の派遣が可能な組織形態であること

 民間事業者のインセンティブが働き，他の水道事業者等との連携が可能であり，

かつ公民の責任分担を明確にできる組織形態であること

県職員の派遣が
可能な組織形態

民間事業者のインセンテ
ィブが働く組織形態

他の水道事業者等と連
携が可能な組織形態

公民の責任が明確となる
組織形態

一般社団法人
一般財団法人

× 利益配分に制限 ○
業務の範囲について
制限はない。

○
県の損失補てんなし
出資者ごとの権利責
任の明確化可能

地方独立行政法人 ×
出資できるのは地方自
治体のみ

○
複数の自治体への業
務提供可能

×
設立団体からの財源
措置が可能

株式会社
（特定法人）

○ 利益配分に制限なし ○ 業務の範囲制限なし ○
出資者ごとの権利責
任の明確化可能

（その他の比較検討組織）
特別の法律により設立された法人で政令で定めるもの 地方３公社等が対象（水道事業は想定外）
地方自治法 第263条の３第１項 に規定する連合組織 地方６団体（水道事業は想定外）

（４） 公民共同企業体の設立
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パートナー事業者の出資比率を６５%に高め，民間主体の経営体制

公民共同企業体設立準備検討会を設置し，公認会計士など外部有識者の
意見を踏まえ，現実的な収支計画を策定

公民共同企業体の資金調達に関し，県は損失補償を行わないことを明記

（５） 経営責任の明確化と県の関与

 県は，取締役（非常勤・無報酬）や職員を公民共同企業体へ派遣し，経
営や事業運営に関与

 県は，１／３を超える株式（３５％）を保有することで，株主総会での
特別決議事項（解散など会社経営上重要な事項）を単独で阻止が可能

 定款等により全ての株式に譲渡制限を設けた「譲渡制限会社」とするな
ど，事業継続や公益性の確保に配慮

① 経営責任の明確化

② 県の関与
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特長１

•公設民営

指定管理者制
度の導入（施
設の所有権と
料金決定権等
は、引き続き
県が所有）

特長２

•民間主導型

民間出資を過
半数とするこ
とで、経営の
自由度と創意
工夫を最大限
に発揮

特長３

• 現役の県職員を
派遣
県出資法人とす
ることで、現役
県職員の派遣が
可能
委託による発注
者の技術力低下
を防止

特長４

•広域化の受皿

市町のニーズ
に応じ、業務
を受託するこ
とで、管理業
務の広域化を
実現

特長５

• 地域経済の
活性化
県内企業との
連携により、
新たな技術開
発・ビジネス
モデルを創出

特長６

•技術力の継承

ベテラン技術
者の受入れ・
公民の技術移
転を受けるこ
とで、技術力
を継承
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（６） 事業スキーム

㈱水みらい広島（公民共同企業体）

水道施設管理運営業務 水道・水関連業務

■ 県営水道事業の施設の

管理運営

■ 市町水道事業の施設の

管理運営

■ 調査・研究・開発

■ 人材育成・研修

水ｉｎｇ㈱

（パートナー事業者）
広島県企業局

市町（水道事業者） 融資企業
（金融機関等）

顧客

（自治体，企業等）

県内企業

（公民共同企業体が委託，修繕を行う際，県内企業と協働）

契約 サービス提供 サービス提供 サービス対価

出資(35%)
職員派遣

出資(65%)
社員派遣

配当配当

株主間協定

指定管理者

の指定 指定管理料

サービス提供

委託契約
サービス提供

委託料
融資契約 借入 返済



① 商 号

株式会社水みらい広島（英語表記：Mizumirai Hiroshima Corporation）

② 設立趣旨

公と民がそれぞれの得意分野を生かすことによって，安心，安全，良質な水の安定供給を基本
に，県営水道事業の運営基盤の強化，市町水道事業の管理の一元化を進め，県民・企業から
信頼される持続可能な水道事業の実現に貢献し，広く水道事業の一翼を担うとともに，新たな
収益源の確保により，地域経済の発展・活性化に寄与する。

③ 設 立

平成24年９月21日（法人設立登記申請日）

10月１日 事務所開設

④ 主な事業

① 水道施設等の運転，維持管理

⇒ 平成25年度から，県営広島西部地域水道用水供給事業の運転管理を受託

平成27年度からは沼田川水道用水・沼田川工業用水道事業の運転管理を受託

⇒ 複数の市町から水道施設等の管理を受託する等して，規模の経済性を発揮

（平成27年度～：呉市，尾道市の浄水場運転管理業務を受託）

② 水道等に関するコンサルティング業務，人材育成・研修業務など

⑤ 資 本 金

6,000万円（県：35％ 水ing株式会社：65％）

５－（１） ㈱水みらい広島の概要
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５－（２） 主な取組と効果

① ＩＴによる業務の効率化

• 民間ならではスピード感でＩＴを活用したシステムを導入し，点検業務等を効率化

② 水道を支える人材の育成・確保

• 公・民のリソースを活用した研修機会や現場実務の増加による技術力向上

• 地元新卒者（工業高校，高等専門校等）の積極的採用など，地域の新たな雇用を創出

人漏水調査技術研修（県施設） ポンプ分解研修（水ing施設）

ビジュアルマニュアル
による技術の標準化全社員にタブレット端末を配布

タブレットによる点検，遠方監視

公民のノウハウ・リソースを
融合させて技術力をＵＰ

27.4 新卒7名採用

従業員数の推移（役員を除く）
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Ⅲ 今後の検討課題
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24

 施設・設備の維持管理状況を踏まえた計画的かつ効率的な更新を行って

いく必要があるが，維持管理業務と建設改良工事の実施主体が異なるこ

ととなったため，相互の密接な連携・調整が必要となっている

◇ 相互連携によるアセットマネジメントの構築

⇒ 維持管理業務で蓄積したデータを活用した効率的な建設改良工事の実施

６ 維持管理と建設改良の連携

施設の維持管理者
（指定管理者）

・工事施工に伴う断水リスクの把握

が不十分となる可能性

・維持管理のリスク軽減の観点から

早期の施設更新を期待

建設改良工事の実施主体
（施設設置者）

・施設状態を十分に把握しないま

ま工事を実施するリスク

・維持管理による施設の長寿命化

を期待
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25

 今後，老朽化施設の大量更新が見込まれるが，体制を含め，そのコストを

抑制する仕組みを検討する必要がある

◇ 建設改良工事を含めた包括的委託の検討

◇ 水道事業に応じた公共調達の見直し

７ 老朽化施設の大量更新への対応

✓ 現在，建設改良工事は県，維持管理業務は指定管理者が実施しているが，施設を日

常的に維持管理している者が更新工事を実施するほうがより効率的ではないか

✓ 増大する更新工事を今後も県だけの体制で実施可能か

ア）更新工事の体制

イ）工事コストの抑制

✓ これまで以上に更新工事に係るコストを抑制するためには，予算単年度主義や一般

競争入札といった公共調達制度の制約に縛られない，より柔軟な調達・契約が必要

ではないか
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26

 職員の退職派遣期間が原則３年とされており，派遣職員による指導の継

続性や派遣終了後の県の受入れポストの確保等，人事上の課題がある

◇ 現職派遣や，出資を要件としない退職派遣など，公民共同企業体への人

的援助制度の創設が望まれる

※ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の改正が必要

ア）県職員の派遣

 市町水道事業の受け皿として，県が出資する「㈱水みらい広島」への期

待は大きいものの，市町は出資していないため，職員を退職派遣するこ

とができず，水道技術の維持・継承の観点から全部委託に抵抗感がある

イ）市町職員の派遣

８ 職員派遣に係る課題
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27

○事業実施に伴う課題や今後増大する老朽施設の更新需要へ対応するために

は，更なる経営形態の見直しや事業運営の再構築についても検討が必要

○選択肢のひとつとして，「公共施設等運営権の活用」も想定されるが，そ

の実現には，次のような課題への対応が必要

９ 今後の検討課題

 運営権設定の有意性，効果に関する住民への一層のＰＲ

～ 民間による水道事業運営に対する不安・懸念への対応

 国が主導した契約書等の標準的書類の提示

～ 検討・導入に伴う事務の軽減

 先行自治体への支援の強化

～ 補償金免除による企業債繰上償還や検討経費に対する交付税措置等，インセンティブ付与

 運営権設定自治体のマイナス要因のカバー

～ 法人税負担への対応（利益の事業への再投資や国税増収分を地域還元する仕組みの創設）

 民間運営によるイコールフッティングの確保

 職員を運営会社に派遣できる制度の創設 等

＜公共施設等運営権活用に係る課題＞
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